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発表事項：民間事業者提案型ネーミングライツの導入について

本市は、ネーミングライツパートナーになりたい企業等からの企画提案の随時受け付け

を開始しました。市の施設やイベントに愛称を命名してみませんか？

○提案型ネーミングライツ導入のねらい

民間事業者の皆様ならではの視点による、柔軟かつ魅力的なご提案を年間を通じて受け

付ける環境を整備し、企業等のニーズを踏まえたネーミングライツの導入を推進すること

により、自主財源の確保と市民サービスの向上を図るため『日向市民間事業者提案型ネー

ミングライツ制度』を導入しました。

ネーミングライツは、企業等にとりましても、広告効果が期待できるだけでなく、地域

貢献や CSR（企業の社会的責任）といった、企業イメージの向上を図ることもできます。

○本市でのこれまでの事例（公募型１件）

「あくがれ広場」日向市駅前交流広場 令和４年４月１日～３年契約

契約事業者：株式会社あくがれ蒸留所

※ 詳しくは市のホームページをご覧ください。

情報提供日 令和６年４月１９日
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日向市民間事業者提案型ネーミングライツパートナー募集要領

１ はじめに

本市は、市有財産の有効活用及び施設ライフコストの削減、企業等との連携強化

を目的として、公共施設等にネーミングライツを導入しております。今後も導入拡大を

図るため、日向市ネーミングライツ事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）第 8 条第

1項に定める募集要領を定め、提案型によるネーミングライツパートナーを募集いた

しますので、新たなパートナーからの提案をお待ちしております。

２ ネーミングライツパートナーについて

「ネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)」とは、本市とネーミングラ

イツ契約を締結した企業等の総称です。パートナーとなった場合のメリットや負担して

いただく費用は次のとおりです。

(１)メリット

ア 施設及びイベントに企業名や商品名等を含めた愛称を付けることができま

す。ただし、あくまでも愛称であるため、正式名称を変更するものではありませ

ん。

イ 本市のホームページやパンフレット等において、パートナーであること及び愛

称を掲載することにより、広告効果や社会貢献によるイメージアップが期待できま

す。なお、ホームページについては契約締結後速やかに掲載いたします。パン

フレット等については契約締結以降に発行するものから掲載いたします。また、

パートナー自らが所有する広告媒体で広報することも可能です。

ウ 施設及び施設周辺に愛称を掲載した表示板等を設置することができます。た

だし、関係機関との協議や関係法令等に基づく許可・届出等が必要となる場合

があります。また、施設の構造や周辺環境によっては設置できない場合又は仕

様を変更いただく場合もあります。

エ 契約期間満了後、引き続き更新前の契約条件を基準として契約を継続する

意向をお持ちの場合は、他者に優先して本市と契約交渉をすることができます。

(２)費用負担

ア ネーミングライツ料(詳細は３(２)参照)

イ (１)ウの愛称を掲載した表示板等の設置・維持管理・撤去等の費用



３ 提案内容

パートナーの応募にあたっては、次の各項目を提案してください。

(１)ネーミングライツの対象

希望するネーミングライツの対象施設及びイベント等を提案してください。

原則として次の施設はネーミングライツの対象外となりますが、施設によっては一部

部屋等)でも対象となる場合がございますので、詳細は５(１)の担当部署にお問合せく

ださい。

ア 市役所などの庁舎、消防施設、学校、保育園、市営住宅等、施設利用者の

混乱を招く観点からネーミングライツの導入が望ましくない施設

イ 企業会計局(上下水道局)所管の不動産

ウ すでにネーミングライツ契約を締結している又は市民公募等によって愛称が

付けられている施設

(２）ネーミングライツ料

希望するネーミングライツ料(年額・税抜)を提案してください。

なお、ネーミングライツ料は、金銭に限らず、金額換算ができる役務の提供又は物

品等の提供とすることも可能です。ただし、役務の提供又は物品等の提供に伴い、光

熱水費や維持管理費等、別途必要経費が生じる場合は当該経費の負担について協

議を行います。

(３)契約期間

希望する契約期間を提案してください。（原則３年～５年とする。）

(４)ネーミング（愛称）

希望するネーミングを提案してください。

当該施設及びイベントの目的が分かるネーミングとすること

市所有施設でなく企業所有施設と認識させるネーミングにしないこと

団体等の名称のみをネーミングにしないこと

日向市以外の地域を連想させるネーミングにしないこと

４ 提案者の資格

実施要綱第 4条に規定する事業者等でないこと



５ 提案手続き

(１)事前相談

事前に実施要綱をご確認ください。

提案にあたっては財産所管課とも調整いたしますので、必ず事前に御相談くださ

い。

お問合せ先

【担当部署】日向市総務部資産経営課公共施設マネジメント係担当

【電話】０９８２－５２－２１１１

【メール】shisankeiei@hyugacity.jp

(２)提案の提出場所

後記６の提出書類一式を郵送又は持参により御提出ください。

【郵送先】〒883－8555 日向市本町１０番５号

日向市総務部資産経営課公共施設マネジメント係

６ 提出書類

次の表に該当する書類を提出してください。

書 類

1 ネーミングライツ事業申込書【様式１】

2 愛称を掲載した表示板等の設置希望場所・デザイン等についてのイメージ

図（設置希望がある場合のみ）

3 応募者（企業）の概要を記載した書類

4 定款、寄附行為その他これらに類する書類

5 商業登記簿謄本(全部事項証明書)

6 代表者の印鑑証明書(法務局に届け出たもの)

7 最新年度の事業計画書

8 直近１事業年度分の決算報告書

9

国税の納税証明書

その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証

明用

mailto:23sisan@city.kawasaki.jp


７ 提案後の流れ

(１)追加提案の有無の確認

提案受付日を初日として１５開庁日目を当該施設及びイベントへの提案締切日と

し、その旨を市ホームページ上で周知いたします。提案締切日までに別の企業等か

らの追加提案があった場合は、併せて(２)以降の手続きを進めます。提案締切日まで

に追加提案が無かった場合は、当初提案のみで(２)以降の手続きを進めます。

(２)市民等意見募集

御提案いただいた「愛称（ネーミング)」について、(１)終了後に市ホームページ上、

又は施設利用者アンケート等の任意の手段において、規模に応じて１５開庁日から

最長 1か月の期間を設けて市民等から意見募集いたします。ここで得られた意見は

（３）の審査の参考といたします。

※ なお、施設の一部(部屋等)等で意見募集が不要と考えられる場合については省略

いたします。

(３)審査

市が設置する「ネーミングライツ審査委員会」にて、主に下記の視点から提案内容

について審査を行い、パートナー候補者を決定いたします。なお、審査の結果によっ

ては、提案者数に関わらず、パートナー候補者として選定しない場合もあります。

【審査項目の例】

ア パートナーとしての適格性(経営の安定性・地域貢献度)

イ 契約価格・契約期間(価格・期間の妥当性)

ウ 愛称（ネーミング）(適格性・市民等への親和性・魅力向上度)

エ 市民サービス・施設利便性等の向上に寄与する提案の有無（地域活性化）

オ 市民等からの意見聴取結果(実施した場合のみ)

10

法人市民税の納税証明書

日向市内に事務所又は事業所を有している場合のみ。提出時点において

終了している事業年度のうち直近２事業年度分の納税証明書(未納がない

もの)

11
固定資産税の納税証明書

日向市内に固定資産(償却資産を含む。)を有している場合のみ。提出時

点において発行が可能な直近２か年度分の納税証明書(未納がないもの)

12 ネーミングライツ事業応募資格にかかる誓約書兼同意書【様式２】



(４)審査結果通知

提案者全てに審査結果を文書にて通知いたします。

(５)ネーミングライツ契約内容協議

ネーミングライツ導入時期等、提案内容の調整を含む契約内容の詳細についてパ

ートナー候補者と協議を行います。なお、市が契約合意の可能性がないと判断した

場合は、協議を打ち切り、次点候補者がいる場合は次点候補者と協議を行うものとし

ます。

(６)ネーミングライツ契約締結・導入・広報

(５)の協議が整い次第、パートナー候補者とネーミングライツ契約を締結し、ネーミ

ングライツを導入します。ネーミングライツ契約の締結に伴い、パートナー及び愛称に

ついて、報道発表、市ホームページや契約日以降に発行する当該施設及びイベント

のパンフレット等への掲載等の広報を行います。また、施設及びイベントの規模・性格

に応じて調印式を開催することもございます。

なお、ネーミングライツ契約締結後、パートナーが「応募資格」に掲げる要件を欠く

こととなった場合のほか、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為等、本契

約の継続が困難な状況が発生したと市が判断した場合は、契約を解除する場合があ

ります。

８ 指定管理者制度導入施設等に係る留意事項

指定管理者制度導入(予定)施設においては、ネーミングライツ契約予定期間中の

指定管理(予定)者と事業目的が競合する提案者はパートナー候補者となることができ

ません。

また、現在指定管理者制度を導入している施設にネーミングライツを導入する場合

は、原則、ネーミングライツの契約期間を現指定期間までといたします。

以上



日向市民間事業者提案型ネーミングライツ制度

事前協議から導入までの流れ

・日向市役所資産経営課公共施設マネジメント係まで、まず

は、連絡をお願いします。

○愛称の使用開始

○審査結果の通知

○最終調整後、契約の締結 ※審査を通過した場合

○追加提案の確認
　・提案を周知し、１５日間、他の提案の有無を確認します。

○市民意見の募集
　・審査の参考とするため、提案された愛称について、

　最大31日間、市民意見を募ります。

○審査委員会による審査

○申込書の提出

　・提案内容をまとめて提出してください。

○条件等の事前協議
　・希望する施設等が対象となるかどうかetc

　・ネーミング案や条件等について協議します。


